
公益社団法人日本複製権センター
（JRRC）

～ 令和8年度 複製利用許諾契約のご案内 ～

公益社団法人日本複製権センター
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≪公益社団法人日本複製権センターの概要≫

新聞、雑誌の記事、学術論文、小説、美術、写真、イラスト、漫画等の著作権のうち
複製権等を集中管理している公益団体
著作権に関する知識の普及（著作権講座・セミナー開催）も行っています
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JRRCについて

名 称 ：公益社団法人日本複製権センター（略称「JRRC」 ジェイ・アール・アール・シー）

Public Interest Incorporated Association Japan Reproduction Rights Center （JRRC）

所 在 地：東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル7階
設 立 ：1991(H3)年9月30日

（社団法人許可 1998(H10)年10月1日）

（著作権等管理事業者登録 2001(H13)年11月14日：登録番号第01008号）

（指定著作権等管理事業者指定 2002(H14)年3月7日）

（公益社団法人移行認定 2012(H24)年3月21日）

会員団体： 日本著作者団体連合 関係団体： 公益社団法人日本専門新聞協会

一般社団法人学術著作権協会 一般社団法人日本雑誌協会

             一般社団法人新聞著作権協議会 一般社団法人日本出版著作権協会



JRRCの管理著作物の詳細

●新聞： （一社）新聞著作権協議会（新著協*）加盟の99紙（朝日・毎日・
読売・産経等、ほぼすべての地方紙を含む合計68社）、日経4紙、
専門新聞も30紙以上 * CCNP https://www.ccnp.jp/

●雑誌・書籍： 約10万点

●著作者： 約15,000人 （小説、美術、写真、イラスト、漫画等の著作者）

JRRC著作物管理データベースで検索→https://duck.jrrc.or.jp/bibliography/search
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https://www.ccnp.jp/
https://duck.jrrc.or.jp/bibliography/search


JRRCの包括許諾契約はリーズナブルな価格設定です。
※少ないご負担で、全職員が適法に複製いただけます。組織内で簡便
かつ安心・安全に著作物の複製利用を行っていただくための契約です。

●紙から紙＋紙から電磁的複製（5節） ： 職員一人あたり年間265円
●紙から紙の複写 のみ （2節） ： 職員一人あたり年間120円

電磁的複製含む 複写のみ

単価 @265円 @120円

最低使用料 12,000円

職員人数 電磁的複製を含む 複写のみ

（最低使用料） 45人まで 
 12,000円

100人まで
12,000円

300人 79,500円 36,000円

1,000人 265,000円 120,000円

5,000人 1,325,000円 600,000円

【年間使用料シミュレーション】【職員一人あたりの単価】

※使用料規程 https://jrrc.or.jp/aboutjrrc/disclosures/#a1

許諾期間：4月1日～翌年3月31日
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https://jrrc.or.jp/aboutjrrc/disclosures/#a1


新聞電子版等のデジタル著作物複製オプション

リモートワークの定着に伴い、デジタル著作物のスクリーンショットやコピー
＆ペーストによる複製が日常的に行われていること、新規契約や問合せに
おいて、新聞等の購入をデジタル媒体で行っていた場合に、JRRCから複製

の許諾を受けられないのは残念という声が多いことを受け、デジタル著作物
複製オプションを開始し、多くのご契約者様よりお申込みをいただいておりま
す。

全国紙5社（朝日、毎日、読売、産経、日経）の利用が可能です。今後も順
次取り扱いを増やす予定です。
各社の利用条件等の詳細については、弊センターHP及び許諾システム

「諾」上でご覧いただけます。

利便性向上オプションサービス（令和7年度より）

5※デジタル著作物オプションについて https://jrrc.or.jp/tariff/#digital_option

https://jrrc.or.jp/tariff/#digital_option


複数口契約の特例制度
「少部数」（30部）や「小規模」（40名）の範囲では皆様の業務の

円滑な実施に支障が出ると認められる場合、JRRCにご申請の上、
各節に定める使用料を2倍お支払いいただくことで、当該部数又
は規模の2倍の範囲内で複製を行うことができます。

役員会など出席者の多い会議で、恒常的に上記範囲を超えた複
製を行われる場合はご検討ください。

基本サービスの拡充（令和7年度より）
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令和8年度
追加・変更点について
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契約締結方法

■許諾書方式 （新方式）

・申請完了と同時に許諾書発行

・記名押印、返送は不要

■契約書方式

・申請後にダッシュボードからDL

・記名押印が必要

・PDFまたは紙原本をJRRCへ送付

令和8年度 追加・変更点①
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※紙原本が必要な方はチャット欄よりご連絡ください。

※必要な方のみ

https://jrrc.or.jp/renew_2026/

https://jrrc.or.jp/renew_2026/


使用料報告書

・当年度の申請人数や金額を記載

・申請時に自動発行

・JRRC管理用のため別途対応不要

令和8年度 追加・変更点②
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代表者

・令和7年5月7日付けで変更
（新）代表理事 今村 哲也
（旧）代表理事 川瀬 真

・通知書のダウンロードが可能

・別書式で届出等が必要な場合は
メール添付のうえご連絡ください。
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令和8年度 追加・変更点③

契約担当 宛
jrrc_keiyaku@jrrc.or.jp

https://jrrc.or.jp/faq_single-year/

https://jrrc.or.jp/faq_single-year/


令和8年度
申請手順について
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申請手順について①

■申請場所：JRRCホームページ https://jrrc.or.jp/

■入力画面：ダッシュボード（マイページ）

https://jrrc.or.jp/


① STEP１ 担当者情報の確認

② STEP２ 申請内容の入力

見積書、許諾書(見本)の確認

③ STEP３ 契約申し込み
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申請手順について②

※契約書が必要な方
・「契約書の取り交わしについて」で『必要』を選択

見本の確認が可能
・正式な契約書は申し込み後にDL可
・記名押印後1通をJRRC宛に送付（メール推奨）
►送付先：契約担当宛 jrrc_keiyaku@jrrc.or.jp

書類見本やFAQはこちらから

https://jrrc.or.jp/faq_single-year/


JRRCご契約案内及びお問合せ窓口

■契約に関するご相談・ご質問はダッシュボード(マイページ)の
チャット欄よりご連絡ください。

■官公庁の皆様向けの特設サイトもございます。

JRRChttps://jrrc.or.jp/

公益社団法人日本複製権センター（JRRC）
事務局 契約担当
〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル7F
TEL: 03-6809-1281 Email: jrrc_keiyaku@jrrc.or.jp
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https://duck.jrrc.or.jp/
https://jrrc.or.jp/kankocho/
https://jrrc.or.jp/


ご清聴ありがとうございました。
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